
《検索から閲覧までの手順》

手順１．トップ画面の申請方法及び注意事項をご一読の上、検索をクリックします。

   （注意事項）

    トップ画面の初期画面では確認申請が提出されたデータが表示されますが、営利目的、

    建築物を特定しない大量閲覧は認められないため、物件を特定しない状態での検索、

    閲覧申請はお控えください。

金沢市建築計画概要書等閲覧システムについて

 本システムでは下記のイメージ図の流れで物件の検索及び建築計画概要書の閲覧を

     申請できます。

こちらをクリック→

閲覧希望の物件を検索
申請フォームに住所、氏名、

閲覧目的等を入力し送信

職員が申請内容を確認後、

概要書の閲覧用URLを送付

（閲覧・印刷が可能）



手順２．検索をクリック後、検索kintoneフォームが表示されます。値に検索したい物件の所在（地番

    住所、住居表示）を入力し、検索をクリックします。所在の入力は「金沢市」以降の部分を

    入力してください。

    例）金沢市広坂1丁目1番1号→「広坂1丁目1番1号」を入力

    物件がヒットした場合は以下のように表示され、同じ所在に新築、増築等の複数の申請が

    ある場合は複数行で表示されます。建築計画概要書の申請は手順３に進んでください。

    検索をリセットする場合はトップ画面のシステム名をクリックしてください。

    物件がヒットしない場合はこちらをクリック

手順３．検索にてヒットした場合は以下のように表示されます。

    下記の管理番号は建築計画概要書の閲覧申請に必要となりますので、番号を控えるか、

    番号をドラッグしコピーしてください。

    ※管理番号は本システムで付番された番号です。(確認済、検査済の番号ではありません)

    

←こちらをクリック



    詳細をクリック後は以下のように表示されます。（表示項目は上記と同じです）

    ※受付年度は確認申請を受付した年度です

    ※「概要書有無」の欄が「無」となっている物件については以下のものが考えられます。

・昭和46年４月以前に確認申請が提出された物件、建築物以外（工作物、昇降機）

     （制度上、建築計画概要書の提出が不要だったことによるもの）

      計画通知の場合は平成19年以前に確認申請が提出されたもの

     ・直近で確認申請が提出されており、概要書がシステムに反映されていないもの
  

    「概要書無」は、閲覧申請を行った場合に建築計画概要書の閲覧用ＵＲＬは記載されません。

    当該物件の確認済、検査済の証明が必要な場合は、台帳記載事項証明を申請してください。

    証明の申請は、トップ画面の以下のリンク（電子申請サービス）より可能です。



手順４．建築計画概要書の閲覧申請は「建築計画概要書の閲覧申請はこちらから」をクリックします。

手順５．閲覧申請フォームが表示されますので、各項目に入力してください。

    手順３で確認した「管理番号」を入力又はコピーし貼り付けてください。

    入力又は貼り付け後、検索をクリックしてください。

    検索をクリックすると「所在」及び「概要書の有無」が自動で反映されます。

     ・概要書有→職員確認後、概要書の閲覧URLを送付します。

     ・概要書無→概要書はありませんが、申請は可能なため、確認済及び検査済の年月日

           及び番号の確認のみされたい場合は申請してください。

←こちらをクリック

すべて入力後こちらをクリック



     「入力内容を確認する」をクリック後、以下の画面が表示されます。

     記載内容が問題なければ「登録する」、修正があれば「編集に戻る」をクリックします。

    「登録する」をクリック後、下記メッセージが表示されます。こちらで申請完了です。

    閲覧申請の申込後、bokform@bokform.jpのアドレスより受付メールが送付されます。

    メール対策やドメイン指定受信等を設定している場合は、メールが受信できるよう、

    【@bokform.jp】の登録をお願いします。

 標 題：金沢市建築計画概要書等閲覧システム 申請受付のお知らせ

「建築計画概要書閲覧」の申請を受け付けいたしました。

申請内容を確認後、順次処理を行いますので、今しばらくお待ちください。

■ 申請日時

〇〇年〇月〇日(〇) 〇時〇分〇秒

■申請物件の所在

所在：□□□□□□□□□



手順６．職員が申請内容を確認後、下記メールが送付されます。メール内の建築計画概要書の閲覧用

    URLをクリックします。

    処分番号等は下記に記載されます。概要書のデータには記載されませんのでご注意ください。

    リンクをクリック後、以下のような画面が表示されます。

    PDFのアイコンをクリックするとデータが表示され、建築計画概要書の閲覧及び印刷が

    可能です。

    （注意）データ名に表示される番号は処分番号とは別番号となります。

標 題：金沢市建築計画概要書等閲覧システム 閲覧用URLの送付のお知らせ

「建築計画概要書閲覧」で申請いただいた建築計画概要書の閲覧用URLを送付いたします。

■ 申請内容

所在：□□□□□□□□□

建築計画概要書は、以下のURLからご確認いただけます。

 建築計画概要書の閲覧用URL

※建築計画概要書の制度前の物件、又は最新のもので未反映の物件の場合は、URLの記載が無い場合があります。

処分番号：確認済年月日：〇〇年〇月〇日・番号：△△△△△△△△

     検査済年月日：〇〇年〇月〇日・番号：△△△△△△△△

※処分が完了となっていない場合は処分番号等は空欄となります。 



　◎検索時のポイント

　　　《所在の入力について》

・確認申請当時の所在にて情報を管理をしているため、所在表記に「ー」や漢数字での表記も

 ありますので、お試しください。

 例）〇〇１丁目→〇〇一丁目、△番△号→△ー△ 等

・建築確認申請時と現在で町丁名や地番が変更となっている場合、登記簿等で過去の所在を

 確認して検索してください。

 例）土地区画整理事業、町丁名の変更等

　　　

   《検索フォームの変更方法について》

フィールドと式は追加及び変更ができます。

フィールドと式をクリックすると下記のように表示されます。

（フィールドをクリックした場合） （式をクリックした場合）

   検索方法① 式の条件変更 

式が「＝（等しい）」の場合、数字の全角・半角の表記の一致も判定するため、

「キーワードを含む」に変更することで該当する可能性があります。

   検索方法② 条件の追加

所在を分けて検索したり、用途を追加して検索したりすることが可能です。

条件を追加する場合は下記の「＋」ボタンをクリックしてください。

こちらをクリック→



クリック後は以下のように条件が追加されます。追加後①の式の条件変更をお試しください。

追加項目を削除する場合は、「ー」ボタンをクリックしてください。

条件を追加した場合はどちらの値にも入力が必要です。

   （補足事項）

・検索のキーワードに該当するものが10万件を超える可能性があるものは、

 検索がヒットした際にすべて表示されない可能性があります。

 例）住宅

・フィールドの「用途」について、「住宅」を入力し検索する場合に

 「専用住宅」、「一戸建ての住宅」、「一戸」等をキーワードとすると

 該当する可能性があります。


